
工業・産業系大規模建築物の景観形成基準 

（「所沢市ひと・まち・みどりの景観計画」より抜粋） 

 

特に景観に大きな影響を与える大規模な工場・倉庫等の建築物は、『工業・産業系大規模建

築物』として特化した景観形成基準を設けています。次に定める工業・産業系大規模建築物に

該当する場合は、景観ゾーンにかかわらず、工業・産業系大規模建築物の景観形成基準が適用

されます。 

 

  

 

 

（１）配慮事項 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工場・倉庫等の建築物で、 

建築面積が３，０００㎡以上のもの又は高さが１０ｍを超えるもの 
 

工業・産業系大規模建築物の対象 



（２）色彩基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■外壁等の色彩面積比の考え方 

○基調色 

外壁等の各面の１９/２０以上（着色していない石、土、木、レンガおよびコンクリート

等の素材で仕上げる部分を含む。）は、基調色の基準に適合した色彩とする。 

○強調色 

外壁等にアクセントをつける場合には、外壁等の各面の１/２０以下（高さ２０ｍ超の部

分及び高さ２０ｍ以下の部分の合計）で、強調色を使用することができる。 

■屋根の色彩 

建築物の屋根の色彩（陸屋根または着色していない金属材、素焼瓦等の素材で仕上げる部

分を除く。）を色彩基準の表のとおりとする。 

 


